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問 

南
魚
沼
市
社
会
福
祉
協
議
会
（
く
ら

し
の
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
み
な
み
）

　
☎
７
７
３
‐
６
９
１
９

心
配
ご
と
相
談
事
業
の
窓
口
変
更

　
南
魚
沼
市
社
会
福
祉
協
議
会
は
市
か
ら

の
委
託
を
受
け
、
み
な
さ
ん
の
相
談
に
応

じ
る
「
心
配
ご
と
相
談
事
業
」
に
取
り
組

ん
で
き
ま
し
た
。

　

近
年
の
相
談
内
容
の
複
雑
化
に
伴
い
、

よ
り
専
門
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
こ
と
な
ど
か
ら
相
談
事
業

に
つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
３
月
31
日
㈰

か
ら
相
談
窓
口
を
変
更
し
ま
す
。

　
変
更
後
の
困
り
ご
と
や
悩
み
ご
と
の
相

談
は
「
く
ら
し
の
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
み

な
み
」
が
引
き
継
ぎ
ま
す
。
専
門
性
の
高

い
支
援
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問 

保
健
課

　
☎
７
７
３
‐
６
８
１
１

住
民
健
診
調
査
票
の
提
出
を

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　
住
民
健
診
調
査
票
を
、
平
成
30
年
12
月

に
各
世
帯
に
発
送
し
ま
し
た
。
調
査
票
は
、

市
民
の
健
診
状
況
調
査
も
兼
ね
て
い
ま
す
。

市
の
住
民
健
診
を
受
け
な
い
場
合
も
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　
住
民
健
診
は
、
費
用
を
市
が
一
部
負
担

す
る
た
め
、
割
安
で
す
。

提
出
先　
保
健
課
、
総
合
窓
口
、
大
和
・

塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

　

申
込
み
で
き
る
健
診
の
種
類
な
ど
は
、

市
報
平
成
30
年
12
月
15
日
号
３
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

税
務
課 

収
税
班

　
☎
７
７
３
‐
６
６
６
９

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
を
行
い
ま
す

　
市
税
滞
納
の
た
め
差
押
え
を
し
た
、
ネ

ク
タ
イ
５
点
、
反
物
15
点
、
着
物
用
の
帯

２
点
、
汁
椀
セ
ッ
ト
１
点
、
茶
器
セ
ッ
ト

２
点
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
に
出
品
し

て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
入
札
に
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

申
入
札
に
は
参
加
申
込
み
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（「
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
」
で
検
索
）
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

参
加
申
込
み

　
１
月
22
日
㈫　
午
後
11
時
ま
で

入
札
期
間

　
１
月
29
日
㈫　
午
後
１
時

　
　
　
～
１
月
31
日
㈭　
午
後
11
時

問 

小
千
谷
税
務
署

　
☎
０
２
５
８
‐
８
３
‐
２
０
９
０

　
［
自
動
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
］

小
千
谷
税
務
署
「
確
定
申
告
」

会
場
と
注
意
点

確
定
申
告
会
場

会
小
千
谷
税
務
署
〔
小
千
谷
市
東
栄
〕

※
駐
車
場
が
混
雑
し
ま
す
。
公
共
交
通
機

関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

期
２
月
18
日
㈪
～
３
月
15
日
㈮
（
土
・
日

曜
日
を
除
く
）

時
受
付　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
４
時

　
相
談
開
始　
午
前
９
時
～

　
申
告
書
提
出　
～
午
後
５
時

※
混
雑
状
況
で
受
付
を
早
め
に
終
了
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
受
付
を
済
ま
せ
て

い
て
も
午
後
５
時
を
過
ぎ
る
と
、
後
日

再
来
場
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す

内
自
分
で
パ
ソ
コ
ン
を
操
作
し
、
申
告
書

を
作
成
し
ま
す
。

確
定
申
告
書
用
紙
に
代
え
て
「
確
定
申
告

の
お
知
ら
せ
」
を
送
付
し
ま
す

　
税
務
署
か
ら
送
付
す
る
申
告
書
用
紙
の

利
用
が
減
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
資
源
保
護

や
費
用
削
減
の
た
め
、
申
告
書
用
紙
に
代

え
て
「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」
を
送
付

し
ま
す
。
確
定
申
告
に
必
要
な
情
報
が
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
申
告
相
談
会
場
に
来

場
す
る
際
に
、
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

対・
自
宅
な
ど
で
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を

利
用
し
、
書
面
で
確
定
申
告
を
し
た
人

・
税
務
署
の
申
告
会
場
で
パ
ソ
コ
ン
を
利

用
し
、
ｅイ

ー
タ
ッ
ク
ス

‐
Ｔ
ａ
ｘ
か
書
面
で
確
定
申

告
を
し
た
人

・
市
の
申
告
会
場
か
青
色
申
告
会
、
商
工

会
な
ど
の
指
導
会
場
で
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
か

書
面
で
確
定
申
告
を
し
た
人

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
申
告
相
談

　
初
め
て
控
除
を
受
け
る
場
合
と
昨
年
以

前
に
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合
で
は
、
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
に
必
要
な
書
類
と

申
告
会
場
が
異
な
り
ま
す
。

初
め
て
受
け
る
場
合

控
除
に
必
要
な
書
類
：
家
屋
・
土
地
な
ど

の
登
記
事
項
証
明
書
、
工
事
請
負
契
約

書
な
ど
、
取
得
価
格
が
わ
か
る
書
類
の

写
し
、
借
入
金
の
年
末
残
高
証
明
書
な

ど
　
詳
し
く
は
、
国
税
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

会
小
千
谷
税
務
署
の
確
定
申
告
会
場

昨
年
以
前
に
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合

控
除
に
必
要
な
書
類
：
借
入
金
の
年
末
残

高
証
明
書
、
給
与
所
得
者
の
（
特
定
増

改
築
等
）
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
申

告
書

会
小
千
谷
税
務
署
の
確
定
申
告
会
場
か
、

市
の
申
告
会
場
（
市
民
会
館
）


